
合併浄化槽ですべての生活排水の処理を

令和4年度　浄化槽管理講習会のご案内

トイレの水だけを処理する単独浄化槽やくみ取りトイレを使用している家庭では、生活排水が未処理の
まま放流されています。
排水の汚れをとりのぞき、きれいにして自然に返すことができる合併浄化槽を設置しませんか？

浄化槽に関しての手続きや維持管理等について理解していただくために開催するものです。新規で
浄化槽を設置する方、単独浄化槽やくみ取り便槽から合併浄化槽へ変更する方は、受講をお願いします。

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、開催日が変更となる場合があります。
参加を希望される方は、各問合せ先に直接ご確認・ご連絡をお願いします。

令和４年度から配管工事の補助金が増額!!　くみ取り便槽の撤去も対象に!!
合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
●申請受付期間　～12月23日㊎
＊浄化槽の設置工事に着手する前に申請してください。
＊受付期間内でも予算に達した時点で受付を終了します。あらかじめご
了承ください。

●補助上限額
＊5人槽/332,000円　＊7人槽/414,000円　＊8人槽以上/548,000円
＊撤去費用/90,000円（単独浄化槽・くみ取り便槽の撤去）
＊配管工事/400,000円（単独浄化槽・くみ取り便槽から浄化槽へ転換する場合）

●補助金を受けるための要件
＊湯浅町内に浄化槽を設置される方（田地区の農業集落排水対象地域を
除く）
＊湯浅町に住所を有する方、設置後に湯浅町内に住所を有する方
＊令和5年3月31日㊎までに設置工事を完了し、補助金に係る必要書類
を提出できる方
＊ 浄化槽管理講習会を受講した方（日程は下記をご覧ください）

浄化槽で処理される生活排水

＊１人１日当たりの生活排水に含まれる汚れの
量をグラムに置き換えて表しています。

浄化槽設置整備事業補助金をご利用ください

水道事務所　☎62-4171問水道事務所からのお知らせ

開催日時 会　　場 問合せ先

5月20日㊎19:00～ 有田市役所３階会議室 有田市生活環境課　☎22-3565

8月30日㊋19:00～ 湯浅町総合センター２階大ホール 湯浅町水道事務所　☎62-4171

10月21日㊎13:30～ 広川町役場３階大会議室 広川町住民生活課　☎63-1122

11月18日㊎19:00～ 金屋文化保健センター 有田川町下水道課　☎53-1031

令和５年
1月25日㊌13:30～ 湯浅町総合センター２階大ホール 湯浅町水道事務所　☎62-4171

10令和４年５月

自動車税（種別割）の納期限は5月31日㊋で
す。納期内納税をお願いします。
　お近くの金融機関窓口、コンビニなどでお早
めに納付してください。パソコン、スマートフ
ォンなどからクレジットカードを利用して納付
もできます。
納税通知書に印字されているコンビニ収納用バ
ーコードを利用して、スマートフォン決済アプ
リ（PayPay、LINE Pay、au Pay等）でも納付
することができます。ぜひご利用ください。

自動車税（環境性能割・種別割）の減免
　身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が使用す
る自動車は、名義や障がいの程度など、一定の
要件を満たす場合、申請により自動車税（環境
性能割・種別割）の減免が受けられます。

和歌山県からのお知らせ
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軽自動車税（種別割）の減免申請のご案内
問・申  住民生活課税務係（１・２番窓口）☎６４ー１１０６

お問合せ先
紀中県税事務所　課税課
☎６４－１２６０

11 令和４年５月


